
岡

山

県

行

政

手

続

条

例

新

旧

対

照

表

新

旧

目

次

目

次

第

一

章

～

第

三

章

略

第

一

章

～

第

三

章

略

第

四

章

行

政

指

導

（

第

三

十

条

―

第

三

十

五

条

）

第

四

章

行

政

指

導

（

第

三

十

条

―

第

三

十

四

条

）

第

五

章

処

分

等

の

求

め

（

第

三

十

六

条

）

第

六

章

届

出

（

第

三

十

七

条

）

第

五

章

届

出

（

第

三

十

五

条

）

第

七

章

雑

則

（

第

三

十

八

条

）

第

六

章

雑

則

（

第

三

十

六

条

）

附

則

附

則

（

適

用

除

外

）

（

適

用

除

外

）

第

三

条

次

に

掲

げ

る

処

分

及

び

行

政

指

導

に

つ

い

て

は

、

次

章

か

ら

第

第

三

条

次

に

掲

げ

る

処

分

及

び

行

政

指

導

に

つ

い

て

は

、

次

章

か

ら

第

五

章

ま

で

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

四

章

ま

で

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

一

～

八

略

一

～

八

略

九

相

反

す

る

利

害

を

有

す

る

者

の

間

の

利

害

の

調

整

を

目

的

と

し

て

九

相

反

す

る

利

害

を

有

す

る

者

の

間

の

利

害

の

調

整

を

目

的

と

し

て

法

令

の

規

定

に

基

づ

い

て

さ

れ

る

裁

定

そ

の

他

の

処

分

（

そ

の

双

方

法

令

の

規

定

に

基

づ

い

て

さ

れ

る

裁

定

そ

の

他

の

処

分

（

そ

の

双

方

を

名

宛

人

と

す

る

も

の

に

限

る

。

）

及

び

行

政

指

導

を

名

あ

て

人

と

す

る

も

の

に

限

る

。

）

及

び

行

政

指

導

十

公

衆

衛

生

、

環

境

保

全

、

防

疫

、

保

安

そ

の

他

の

公

益

に

関

わ

る

十

公

衆

衛

生

、

環

境

保

全

、

防

疫

、

保

安

そ

の

他

の

公

益

に

か

か

わ

事

象

が

発

生

し

、

又

は

発

生

す

る

可

能

性

の

あ

る

現

場

に

お

い

て

、

る

事

象

が

発

生

し

、

又

は

発

生

す

る

可

能

性

の

あ

る

現

場

に

お

い

て

警

察

職

員

又

は

こ

れ

ら

の

公

益

を

確

保

す

る

た

め

に

行

使

す

べ

き

権

、

警

察

職

員

又

は

こ

れ

ら

の

公

益

を

確

保

す

る

た

め

に

行

使

す

べ

き

限

を

法

令

上

直

接

に

与

え

ら

れ

た

そ

の

他

の

職

員

に

よ

っ

て

さ

れ

る

権

限

を

法

令

上

直

接

に

与

え

ら

れ

た

そ

の

他

の

職

員

に

よ

っ

て

さ

れ

処

分

及

び

行

政

指

導

る

処

分

及

び

行

政

指

導

十

一

・

十

二

略

十

一

・

十

二

略

２

略

２

略

（

行

政

指

導

の

方

式

）

（

行

政

指

導

の

方

式

）

第

三

十

三

条

１

略

第

三

十

三

条

１

略

２

行

政

指

導

に

携

わ

る

者

は

、

当

該

行

政

指

導

を

す

る

際

に

、

県

の

機

関

が

許

認

可

等

を

す

る

権

限

又

は

許

認

可

等

に

基

づ

く

処

分

を

す

る

権



限

を

行

使

し

得

る

旨

を

示

す

と

き

は

、

そ

の

相

手

方

に

対

し

て

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

示

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

当

該

権

限

を

行

使

し

得

る

根

拠

と

な

る

法

令

の

条

項

二

前

号

の

条

項

に

規

定

す

る

要

件

三

当

該

権

限

の

行

使

が

前

号

の

要

件

に

適

合

す

る

理

由

３

行

政

指

導

が

口

頭

で

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

相

手

方

か

ら

前

２

行

政

指

導

が

口

頭

で

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

相

手

方

か

ら

前

二

項

に

規

定

す

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

の

交

付

を

求

め

ら

れ

た

と

き

項

に

規

定

す

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

の

交

付

を

求

め

ら

れ

た

と

き

は

は

、

当

該

行

政

指

導

に

携

わ

る

者

は

、

行

政

上

特

別

の

支

障

が

な

い

限

、

当

該

行

政

指

導

に

携

わ

る

者

は

、

行

政

上

特

別

の

支

障

が

な

い

限

り

り

、

こ

れ

を

交

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

、

こ

れ

を

交

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

略

３

略

（

行

政

指

導

の

中

止

等

の

求

め

）

第

三

十

五

条

法

令

に

違

反

す

る

行

為

の

是

正

を

求

め

る

行

政

指

導

（

そ

の

根

拠

と

な

る

規

定

が

法

律

又

は

条

例

に

置

か

れ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

）

の

相

手

方

は

、

当

該

行

政

指

導

が

当

該

法

律

又

は

条

例

に

規

定

す

る

要

件

に

適

合

し

な

い

と

思

料

す

る

と

き

は

、

当

該

行

政

指

導

を

し

た

県

の

機

関

に

対

し

、

そ

の

旨

を

申

し

出

て

、

当

該

行

政

指

導

の

中

止

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

と

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

当

該

行

政

指

導

が

そ

の

相

手

方

に

つ

い

て

弁

明

そ

の

他

意

見

陳

述

の

た

め

の

手

続

を

経

て

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

出

書

を

提

出

し

て

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

出

を

す

る

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

又

は

居

所

二

当

該

行

政

指

導

の

内

容

三

当

該

行

政

指

導

が

そ

の

根

拠

と

す

る

法

律

又

は

条

例

の

条

項

四

前

号

の

条

項

に

規

定

す

る

要

件

五

当

該

行

政

指

導

が

前

号

の

要

件

に

適

合

し

な

い

と

思

料

す

る

理

由

六

そ

の

他

参

考

と

な

る

事

項

３

当

該

県

の

機

関

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

必

要

な

調

査

を

行

い

、

当

該

行

政

指

導

が

当

該

法

律

又

は

条

例

に

規



定

す

る

要

件

に

適

合

し

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

行

政

指

導

の

中

止

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

と

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

五

章

処

分

等

の

求

め

第

三

十

六

条

何

人

も

、

法

令

に

違

反

す

る

事

実

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

是

正

の

た

め

に

さ

れ

る

べ

き

処

分

又

は

行

政

指

導

（

そ

の

根

拠

と

な

る

規

定

が

法

律

又

は

条

例

に

置

か

れ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

）

が

さ

れ

て

い

な

い

と

思

料

す

る

と

き

は

、

当

該

処

分

を

す

る

権

限

を

有

す

る

行

政

庁

又

は

当

該

行

政

指

導

を

す

る

権

限

を

有

す

る

県

の

機

関

に

対

し

、

そ

の

旨

を

申

し

出

て

、

当

該

処

分

又

は

行

政

指

導

を

す

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

出

書

を

提

出

し

て

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

出

を

す

る

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

又

は

居

所

二

法

令

に

違

反

す

る

事

実

の

内

容

三

当

該

処

分

又

は

行

政

指

導

の

内

容

四

当

該

処

分

又

は

行

政

指

導

の

根

拠

と

な

る

法

令

の

条

項

五

当

該

処

分

又

は

行

政

指

導

が

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

と

思

料

す

る

理

由

六

そ

の

他

参

考

と

な

る

事

項

３

当

該

行

政

庁

又

は

県

の

機

関

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

必

要

な

調

査

を

行

い

、

そ

の

結

果

に

基

づ

き

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

処

分

又

は

行

政

指

導

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。第

六

章

届

出

第

五

章

届

出

第

三

十

七

条

略

第

三

十

五

条

略

第

七

章

雑

則

第

六

章

雑

則

第

三

十

八

条

略

第

三

十

六

条

略


